
第83回病院事務管理者
ネクスト研修会

病院事務管理者ネクスト研修会

R５.１０．2０ 沼田資料

・源泉所得税のこと

・診療報酬関連
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消費税の仕入税額控除
R5.10沼田作成

令和５年１０月１日から消費税の仕入税額控除の方式は
適格請求書等保存方式に

国税庁資料



消費税の仕組み

3

うさぎさんが１万円の
福袋買いました。
消費税1,000円支払い
ました。

１万円＋1,000円
支払い

消費税300円納税

7,000円＋
消費税700円
で仕入れ

消費税700円納税(?)

たぬき商店くまさん商店

現在の消費税仕入控除の仕組み

売上の時に預かった
消費税   1,000円

仕入れの時に支払った
消費税   700円

－ ＝ 納税する消費税
 300円

●消費税の仕入れ税額控除（たぬき商店の消費税の支払いに関係しない）

R4.11沼田作成



消費税の仕組み

4

うさぎさんが１万円の
福袋買いました。
消費税1,000円支払い
ました。

１万円＋1,000円
支払い

消費税1,000円
納税

7,000円＋
消費税700円
で仕入れ

消費税700円納税(?)

たぬき商店くまさん商店

インボイス制度導入

売上の時に預かった
消費税   1,000円

仕入れの時に支払った
消費税   700円

－ ＝ 納税する消費税
 1,000円

●消費税の税額（たぬき商店からインボイス請求書をもらっていない）

R5.10沼田作成

インボイス
なんかしない
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請求書の要件
R5.10沼田作成

①事業者名称及び登録番号
②年月日
③品名
④税率ごとの金額
⑤税率ごとに区分した

消費税額又は適用税率

国税庁資料
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所得税
（個人の所得にかかる税金）

R5.10沼田作成

所得はその性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について
収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。
１ 利子所得 ２ 配当所得 ３ 不動産所得
４ 事業所得 ５ 給与所得 ６ 退職所得
７ 山林所得 ８ 譲渡所得 ９ 一時所得
10 雑所得
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給与所得（給与の支給）

「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表又は日額表の甲欄、乙欄（日額

表にはされに丙欄）を使用して計算   一つの給与支払者にしか提出できない。

「扶養控除等申告書」の提出ある → 甲欄を適用する場合

「扶養控除等申告書」の提出ない → 乙欄を適用する場合

R5.10沼田作成

１ 給与を支給するときの税額計算

例１）甲欄を適用する場合（扶養控除等申告書の提出あり）

・給与等の額（社会保険料等控除後） 300,000円

・扶養親族等の数 0人

      300,000円 －  税額 8,420円 ＝ 手取り 291,580円

例２）乙欄を使用する場合（提出ない）

・給与等の額（社会保険料等なし）

300,000円 － 税額 53,700円 ＝ 手取り 246,300円

●1回5万円の当直を6回 5×6=30  当直医に30万円を支給する習慣

支給額（379,000円）－ 税額（79,000円）＝ 300,000円

※過去に手渡しで当直料を１回ごとに渡していた。6回来て30万円。それが月額で振り込みになっても同様

当直医
と病院
の

力関係



給与所得の源泉徴収税額表
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国税庁資料

給与 300,000円 乙税額 53,700円

給与 379,000円 税額 79,000円

甲税額 8,420円
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給与所得（通勤費）

・給与所得者の通勤費用は一定限度まで非課税。２km未満が全額課税。
※ 源泉所得税の税務調査でGooglMapで距離計算をさせられた。

・労働契約書、就業規則に通勤費の規定が存在しない場合、支給しなく
ても労働基準法上違法ではない。

・通勤費の上限は会社が決定する。

・社会保険料等の計算に通勤費は含まれるので、会社の近くに引っ越し
たのに申告せず、高額の通勤費をもらっていた場合は不正受給で差額
請求の恐れがある。

・正社員とパート・アルバイトで待遇差をつけない。出勤日数に応じて
通勤手当をつけるのは問題ない。

R5.10沼田作成

２ 通勤費の取扱い
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給与所得（賞与）

１ 前月に支払った通常の給与がある場合の例

R5.10沼田作成

３ 賞与を支給するときの税額計算

（１）前月に給与（社会保険料等控除後）1,000,000円
（２）賞与の金額（社会保険料等控除後）  350,000円
（３）扶養親族等の数 2人

算出率の表の「甲」欄により 2.042％が賞与の金額に乗ずる率
1,000,000円×6.126％＝61,260円 （税額）

２ 前月に支払った通常の給与がない場合の例
①賞与の額の6分の1（賞与の計算期間が6か月を超えるときは12分の1）

1,000,000円÷6＝166,666円（円未満切捨て）
②「給与所得の源泉徴収税額表」（月額表）で 320円を求める
③ 320円×6＝1,920円



賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
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国税庁資料

乗すべき率 6.126% 前月の給与額 350,000円
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給与所得（退職金）
R5.10沼田作成

４ 退職金を支給するときの税額計算

一般の退職所得の金額＝（退職手当－退職所得控除額）×1/2

〇退職所得控除額
勤続年数が20年以下

40万円×勤続年数（1年未満端数切上げ）
勤続年数が20年超

800万円＋（70万円×（勤続年数－20年））



第83回病院事務管理者
ネクスト研修会（診療報酬）

病院事務管理者ネクスト研修会

R５.１０．２０ 沼田資料

・中医協の状況

・院内掲示について
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R5.1.18厚労省資料

●診療報酬関係
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R5.8.2厚労省資料

●診療報酬関係
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R5.8.2厚労省資料

●診療報酬関係
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〇掲示について
R5.10 沼田作成

●「健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関」、
「生活保護法の指定医療機関」、「障害者総合支援法の指
定自立支援医療機関（精神通院）」、「介護保険法の指定
居宅療養管理指導事業所」、「労働者災害補償保険法指定
医療機関」など指定を受けたものの掲示

●療担に基づき基本の５つの院内掲示
（１）入院基本料に関する事項
（２）DPC病院の基礎係数、機能係数等
（３）厚生局への届出事項
（４）明細書の発行状況に関する事項
（５）保険外負担に関する事項

●届出施設基準に基づく院内掲示
●個人情報保護法に基づき掲示
●情報提供の必要から

治験実施医療機関、看護等実習医療機関
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R5.10 沼田作成

〇掲示について

●医療安全管理指針の閲覧

●院内感染防止対策指針の閲覧
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R5.8.2厚労省資料

●診療報酬関係（掲示について）

「入院基本料に関する事項」について (P1114)

・保険医療機関は、入院基本料に係る届出内容の概要(看護要員の対患者割
合、看護要員の構成)を掲示するものとすること。

(掲示例)

① 入院患者数42人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料６を算定してい

る病院の例

「当病棟では、１日に13 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。なお、

時間帯毎の配置は次のとおりです。」

・ 朝９時～夕方17 時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です。

・ 夕方17 時～深夜１時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は14人以内です。

・ 深夜１時～朝９時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は14人以内です。

② 有床診療所入院基本料１を算定している診療所の例

「当診療所には、看護職員が７名以上勤務しています。」

病院の通則：現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数
と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場
所に掲示していること

診療所の通則：現に看護に従事している看護職員の数を当該
診療所内の見やすい場所に掲示していること。

特定入院料もこの記載
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R5.8.2厚労省資料

●診療報酬関係（掲示について）

「入院基本料に関する事項」について

・玄関先の掲示と各病棟の状況が違うときは、各病棟に掲示

(掲示例)

療養病棟では、１日に入院患者20人に対して1人以上の看護職員 (看
護師及び准看護師)と入院患者20人に対して1人以上の看護補助者を配
置し、交代で24時間看護を行っています。

なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なりますので、
実際の看護配置につきましては、各病棟のナースセンター前の掲示版
をご覧ください。

病院の通則：現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数
と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場
所に掲示していること
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R5.10 沼田作成

●診療報酬関係（掲示について）

「個別の診療報酬の算定項目の分か
る明細書」の発行について (P1094)

平成28年4月に追加

R4.3.4保発0304 2
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R5.10 沼田作成

●診療報酬関係（掲示について）

「保険外負担に関する事項」について (P1114)

〇届出事項の掲示
基本診療料と特掲診療料に分けて掲示すると見やすい
※入院時食事療養費については、ここへの記載の他、以下も記載する。

(掲示例）
基本診療料の施設基準
・急性期一般入院料4  ・診療録管理体制加算1
・後発医薬品使用体制加算2 ・データ提出加算2（200床未満）
・入院時食事療養（Ⅰ）

特掲診療料の施設基準
・ニコチン依存症管理料 ・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

  入院時食事療養について
    ・当病院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士

によって管理された食事を適時（ 朝食：8:00 / 昼食：12:00 /
 夕食：18:00 ）、適温で提供しています。

R4.3.4保発0304 2
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R5.10 沼田作成

●診療報酬関係（掲示について）

「厚生局への届出事項」について (P1114)

① 届出事項の掲示

「当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実
費の負担をお願いしています。

紙おむつ代 1 枚につき 〇〇円

理髪代 1 回につき〇〇〇〇円

――― ―――― ―――円

なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連し

「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の

曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。」

R4.3.4保発0304 2

診断書等の「料金表」の掲示

※「保険外負担に係る同意書」にサインをもらう
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R5.10 沼田作成

●診療報酬関係（掲示について）

「施設基準に基づく院内掲示」について 
〇外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料等

「屋内禁煙を行っている」

〇該当する手術
「１年間（１月から１２月）の手術件数」

〇医療安全対策加算

当該保険医療機関の見やすい場所に「医療安全管理者等による
相談及び支援が受けられる」の掲示

〇感染防止対策加算

当該保険医療機関の見やすい場所に「院内感染防止対策に関する
取組事項」の掲示

〇後発医薬品使用体制加算

後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療
機関の見やすい場所に掲示していること。

〇入退院支援加算

病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすい
ように、入退院支援及び地域連携業務に係る病棟に専任の職員及
びその担当業務を掲示していること。
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R5.10 沼田作成

●診療報酬関係（掲示について）

「施設基準に基づく院内掲示」について 
〇ニコチン依存症管理料

禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示

していること。
〇回復期リハビリテーション病棟入院料

次に掲げるものを少なくとも３か月ごとに当該保険医療機関内に

掲示する等の方法で公開すること。
ア 前月までの３か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリ
 テーション病棟から退棟した患者の数及び当該退棟患者数

 の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リ
 ハビリテーションを要する状態の区分別内訳

イ 回復期リハビリテーション病棟における直近のリハビリテー

 ション実績指数
〇看護補助加算

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該

保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
※ 計画を職員に周知徹底すること
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R5.10 沼田作成

●診療報酬関係（看護補助加算）

看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研

修を年１回以上受講している。  

ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解

イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解

ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術

エ 日常生活にかかわる業務

オ 守秘義務、個人情報の保護

カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等

※ アについては、内容に変更がない場合は、２年目以降の受講は省略して差し支えない。

●疑義解釈（H30.3.30 その1・問55）

問55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。

（答）当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年１回以上受講した者である必要

がある。ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでな

いが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。

看護補助者の研修について

看護補助体制充実加算について

看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内

研修を年１回以上受講している。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施

手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施してい

ること。  

・看護師長等は所定の研修を修了してもの

・看護職員は年１回以上「看護補助者の活用」等の研修を受ける。１回は必須。
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●ネクスト研修会の予定

・12月ネクスト研修会（ハイブリッド）
 12月22日（金）18時から

・診療報酬改定について

・ 1月ネクスト研修会（オンライン）
 検討中

・11月ネクスト研修会（オンライン）

 11月28日（火）16時から



ご清聴ありがとう
ございました。
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